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独立行政法人国民生活センターのあり方及びその検討についての意見書 

 

第１ 意見の趣旨 

１． 独立行政法人国民生活センター（以下「国民生活センター」という。）

のあり方については，国民生活センターのもつ重要な機能の有機的一体性

を損なうことがないようにされたい。  

２． 国民生活センターのあり方を検討するにあたっては，「国民生活センタ

ー」の名称を必ず存続させていただきたい。 

３． 国民生活センターのあり方を検討するにあたっては，消費者行政強化の

全体像が明らかにされ，その中での国民生活センターの機能の位置づけが

検討されるべきである。 

第２ 意見の理由 

 １．タスクフォースでの検討  

消費者庁は，平成２２年１２月７日閣議決定の「独立行政法人の事務・事
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業の見直しの基本方針」を受け，「国民生活センターの在り方の見直しに係

るタスクフォース」（以下「タスクフォース」という。）を設置し検討を行

っている。  

この中では「仕分け」的発想のもとに国民生活センターの持つ重要な機能

について個別に切り離して議論がされているようにも思える。後述のとおり，

国民生活センターの各事業は，有機的一体性をもって機能し，消費者被害の

防止・回復にとって極めて重要な役割を果たしている。これを安易に仕分け

的な発想に基づいて事業の分断、整理がなされると，消費者行政が弱体化し，

消費者被害の防止・回復にとって取り返しのつかない事態を招くおそれが高

い。 

 当ネットワークは，適格消費者団体として消費者被害の防止・回復に尽力

している。その中で国民生活センターの上記の重要な役割を十分認識してい

るものであり，その重要な役割が失われる可能性について憂慮する。そこで，

国民生活センターのあり方及びその検討について以下のとおり意見を述べ

る。 

２．国民生活センターの機能の有機的一体性 

   国民生活センターは，①相談，②相談情報の収集・分析・提供，③商品テ

スト，④広報・普及啓発，⑤研修，⑥ＡＤＲの各事業を行っており，消費者

被害の回復・防止に重要な役割を果たしている。 

   これらの国民生活センターの各事業は，たとえば相談事業から得られた情

報を分析し，必要な場合には商品テストを実施し，これらから得られた情報

をもとに危険情報を発信し，これらを研修に生かし，ＡＤＲでもこれらの情

報を活用する等，事業ごとの機能を有するだけでなく，有機的一体性をもっ

て機能することにより，消費者被害の防止・回復に重要な役割を果たしてい

る。特に国民生活センターが行っている直接相談は，同センターが消費者被

害の防止・回復の機能を果たす中心的機関としてのセンサー機能を維持する

ために欠くことができないものであるので，これを廃止することは絶対にや

めていただきたい。 

これらの国民生活センターの機能は有機的一体性をもってますます強

化すべきものであり，仕分け的発想によって分断，整理すべきものでは

ない。 

３．「国民生活センター」の名称 
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 シンクタンクの研究でも「国民生活センター」の名称は国民の間に浸透し

ており，消費者被害の防止・回復にとって重要な役割を担ってきたことが認

識されている。この名称を廃止することがあってはならない。 

４．消費者行政強化の全体像のもとで国民生活センターの機能の位置づけを検

討する必要 

   平成２１年９月に消費者行政の司令塔として消費者庁が創設され，消費者

行政に消費者の意見を届け，消費者行政全般をチェックする機関として消費

者委員会が創設された。 

   このように消費者行政の組織が再編され，ますます消費者行政を強化して

いくべき現在，消費者行政全体をどのように強化していくかの全体像が明ら

かにされ，そのもとで国民生活センターの機能の位置づけも検討される必要

がある。 

   しかし，現在行われているタスクフォースでの議論では，消費者行政の強

化はいわれているが何ら具体的な全体像は示されていない。むしろその議論

の中身は，いわゆる「仕分け」的発想に基づくものとなっている。 

   真に消費者行政を強化するためには，まず，消費者被害の現状を分析し，

これを防止・回復するための機関として，国民生活センター，消費者庁，地

方消費者行政等が担っている機能を踏まえ，具体的にどのように消費者行政

を強化していくかという全体像が明らかにされ，その全体像のもとで国民生

活センターの機能がどうあるべきかを検討する必要がある。その際，上記の

とおり，国民生活センターの事業の有機的一体性を損なうことがないように

することが必要である。 

   この視点を踏まえた上で国民生活センターのあり方の検討がなされるべき

である。 

以上 

 


